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はじめに

【目的】

　　本マニュアルの目的は、火災・地震・水害・その他の災害に対処できるよう、職員や利

用者の行動を統率することにあります。

　　地震においては地震がおきたときの対処と大地震発生時の対応や帰宅困難状況を想定し

た備えについて、火災においては火災を予防するとともに、人命の安全および被害の軽減

を図ることを目的とします。その他、教室の立地によっては水害の対応策を考える必要性

があります。

　　本マニュアルにより、迅速かつ適格な対応をすることが、災害による被害を軽減するこ

ととなります。

【防火管理に係る消防計画について】

　　「防火管理に係る消防計画」とは、それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が

発生しないよう、また、万が一火災が発生したときに被害を最小限にするため、実態に

合った計画をあらかじめ作成し、職場内の全員に守らせて実行させるものです。

　　消防計画は、指定申請時に、教室の管轄の消防署・出張所に届け出をしています。入居

している建物により、消防訓練の実施回数や、防火管理者の設置の義務付けに違いがあり

ます。ご自分が所属している教室がどのような届け出になっているかを確認し、届け出に

沿ってマニュアルを作成しましょう。こちらは基本マニュアルとなるため、管轄の消防の

指示に従ってください。

【防火管理者の役割】

　　各事業所で「防火管理者」が設置されています。防火管理者は、事業所の開所時に義務

付けられている事業所(乙種防火管理者)と、義務付けられていない事業所があります。　

　防火管理者には、実施する防火管理業務の内容および業務を遂行する権限があります。

防火管理者の業務として特に重要なものは、「消防計画の作成」とあります。定める事項

として主なものは次のとおりです。

　　義務付けられている事業所の防火管理者は消防庁の講習を受けています。講習受講時の

内容を確認しましょう。

1



避難場所

【避難場所について】

　避難場所については各事業所の所属する自治体に確認をおこなう。

また、以下に指定の避難場所、避難に適していると思われる施設等を明記するが、あくまで

便宜上定められたものであるため、避難効率が良いものばかりではない。

　実際の災害時には火災・倒壊等の発生状況で柔軟に避難場所を選択するよう、情報収集に

努めることが大切である。

　また、災害時に迅速に避難場所を選定するためにも定期的に防災マップを職員で共有し、

非難を想定して避難場所まで実際に歩いてみるなどのシミュレーションを行うこと。

【災害時における中山教室の地域防災拠点（指定あり）】
・中山中学校　(〒226-0013神奈川県横浜市緑区寺山町６５３−２１)　徒歩１８分

【広域避難場所（指定なし）】
・四季の森公園（〒226-0013神奈川県横浜市緑区寺山町）徒歩１５分

・神奈川大学付属中・高等学校グラウンド

　　　　　　　（〒226-0014 神奈川県横浜市緑区台村町８００）徒歩１７分

・中山小学校　(〒226-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町６５３−２１)　徒歩１８分

など

【帰宅困難者一時滞在施設】
・緑スポーツセンター　(〒226-0011 神奈川県横浜市緑区中山１丁目２９−７)　徒歩７分

・中山地区センター

（〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山２丁目１−１ ハーモニーみどり ３F）徒歩６分

・緑公会堂

（〒226-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町１１８ 寺山町１１８ 緑区役所内）徒歩６分

など

【風水害時の対応】
・風水害時の避難場所については、その状況において避難か待機かの選択が必要となる。

・中山教室は土砂災害警戒区域外ではあるが、洪水浸水想定警戒区域には若干重なる立地で

ある。しかし建物の強度と教室所在地（４階）といった点から、風水害時には避難ではなく

屋内待機となる。

・屋外活動中の場合は各自治体のＨＰ等で案内される避難場所に避難することになるが、教

室から近い避難場所は以下の通りである。

　　・中山小学校　(〒226-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町６５３−２１)　徒歩１８分

　　・三保小学校 (〒226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町1867 )　徒歩２４分　

【事業所近辺の避難場所等がすべて倒壊している場合など】
　　①基本的な流れとしては利用者の自宅へ帰宅させることを推奨される

　　※帰宅が困難な場合は、それぞれの自宅から最寄りの避難場所へ避難させる。
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避難経路図の掲示

以下、別紙『青葉学院消防計画』を参照。
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